
   

 令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ６ 日  

 議     案  

 ５ 月 定 例 会 議  

常  総  市 
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議案第１号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得したいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

１ 財産の種別及び数量 防災ラジオ ４，０００台 

２ 取 得 の 目 的 防災情報配信用 

３ 取 得 の 方 法 随意契約 

４ 取 得 金 額 ７９，２００，０００円 

５ 取 得 の 相 手 方 東京都港区西新橋二丁目３５番２号 

東京テレメッセージ株式会社 

代表取締役 清野 俊 

提案理由 

本案は，防災ラジオの取得について，予定価格が議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例に定める額を超えていることから，相手方と

仮契約を締結したので，これを提出する。 
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議案第２号 

 

常総市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

常総市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

たいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定

により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，職員の服務の宣誓に関する手続を見直すこととし，対面での手続及び

宣誓書への押印を不要とする改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 

常総市職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２７年水海道市条例第１４０号）

の一部を次のように改正する。 

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め，同条中「，規定することを目的」を

「必要な事項を定めるもの」に改める。 

第２条第１項中「，任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前におい

て」を削り，「署名しなければならない」を「署名し，これを任命権者に提出し

なければならない」に改め，同条第２項中「宣誓」を「宣誓書の提出」に改める。 

第３条中「宣誓を行う前」を「宣誓書の提出前」に改める。 

別記様式を次のように改める。 
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別記様式（第２条関係） 

 

宣 誓 書 

 

私は，ここに，主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し，かつ，

擁護することを固く誓います。 

私は，地方自治の本旨を体するとともに，公務を民主的かつ能率的に運営する

べき責務を深く自覚し，全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行すること

を固く誓います。 

 

年  月  日 

氏名          
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附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第３号 

 

常総市税条例の一部を改正する条例について 

 

常総市税条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求

める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，地方税法の改正に伴い，医療費控除の特例に係る適用期限の延長，浸

水の防止を図るために取得する一定の償却資産に係る固定資産税の特例措置の創

設その他所要の改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市税条例の一部を改正する条例 

 

常総市税条例（昭和３３年水海道市条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

第２６条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対

象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

第３４条の７第１項第２号及び第３号中「寄附金（」の次に「出資に関する業

務に充てられることが明らかなものを除き，」を加え，同項第４号中「を除

く。」を「及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き，」に

改め，同項第５号及び第６号中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充てら

れることが明らかなものを除き，」を加え，同項第７号中「を除く。」を「及び

出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き，」に改め，同項第８

号中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを

除き，」を加え，同項第１０号中「もの」の次に「，出資に関する業務に充てら

れることが明らかなもの」を加える。 

第３７条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の

者に限る」に改める。 

附則第６条の３第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び

控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

附則第１２条の２中第２５項を第２６項とし，第２４項を第２５項とし，第２

３項の次に次の１項を加える。 

２４ 法附則第１５条第４６項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の

１とする。 

附則第２３条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和４年１月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げ

る規定は，当該各号に定める日から施行する。 

(1) 常総市税条例第２６条第２項及び第３７条の３の３第１項の改正規定並びに

同条例附則第６条の３第１項の改正規定並びに次条第２項の規定 令和６年１

月１日 
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(2) 附則第３条の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和３

年法律第 号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 

(3) 常総市税条例附則第１２条の２の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法等

の一部を改正する法律（令和３年法律第３１号）の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の常総市税条例（以下「新条例」という。）第３

４条の７第１項第１号の規定は，所得割の納税義務者がこの条例の施行の日（以

下この項において「施行日」という。）以後に支出する同号に規定する寄附金又

は金銭について適用し，所得割の納税義務者が施行日前に支出したこの条例によ

る改正前の常総市税条例第３４条の７第１項第１号に規定する寄附金又は金銭に

ついては，なお従前の例による。 

２ 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は，令和６年度以後の年度分の個

人の市民税について適用し，令和５年度分までの個人の市民税については，なお

従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行の日

から令和３年３月３１日までの期間（以下この項において「適用期間」とい

う。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号。次号におい

て「改正法」という。）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小

事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において

同じ。）をした同条に規定する家屋及び構築物（中小事業者等が，同条に規定す

るリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約により

家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした

同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を，適用期間内にリース取

引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。）に対して課

する固定資産税については，なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１２条の２第２６項の規定は，令和３年４月１日以後に改正法

第１条の規定による改正後の地方税法附則第６４条に規定する中小事業者等（以

下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をい

う。以下この項において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この

項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等が，同条に規定するリー

ス取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約により特例対
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象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち，機械及

び装置，工具，器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産

性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の施行の日以後，家屋及び構築物

にあっては地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行の

日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を，令和

３年４月１日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象

資産を含む。）に対して課する附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日の属す

る年の翌年の１月１日（当該施行の日が１月１日である場合には，同日）を賦課

期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 
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議案第４号 

 

常総市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

 

常総市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次のように定めた

いので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に

より議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，固定資産の価格に関する不服審査手続における書面への署名及び押印

を不要とする改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 

常総市固定資産評価審査委員会条例（昭和２６年水海道市条例第１３４号）の

一部を次のように改正する。 

第４条中第４項を削り，第５項を第４項とし，第６項を第５項とする。 

第７条第３項中「記載し，意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに

署名押印しなければならない」を「記載しなければならない」に改め，同項中第

３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 意見を聴いた委員及び調書を作成した書記の氏名 

第８条第５項中「記載し，提出者がこれに署名押印しなければならない」を

「記載しなければならない」に改め，同条第８項中「記載し，審理を行った委員

及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない」を「記載しなけ

ればならない」に改め，同項中第５号を第６号とし，第４号の次に次の１号を加

える。 

(5) 審理を行った委員及び調書を作成した書記の氏名 

第９条第２項中「記載し，調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに

署名押印しなければならない」を「記載しなければならない」に改め，同項中第

４号を第５号とし，第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 調査を行った委員及び調書を作成した書記の氏名 

第１２条第２項中「記載し，議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこ

れに署名押印しなければならない」を「記載しなければならない」に改め，同項

中第４号を第５号とし，第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 議事に関与した委員及び調書を作成した書記の氏名 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第５号 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決

を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，新型コロナウイルス感染症の影響により第１号被保険者の属する世帯

において，収入の減少が見込まれる場合等に行う介護保険料の減免について，令

和３年度分の介護保険料の減免の実施に必要となる改正を行うため，これを提出

する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

常総市介護保険条例（平成１２年水海道市条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

第７条第１項第６号ア中「以下この項において」を「附則第１２条第１項第２

号を除き，以下」に改める。 

附則第１２条第１項中「令和３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改

め，同項第１号中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３

１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号におい

て「新型コロナウイルス感染症」という。）」を「新型コロナウイルス感染症

（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第

１１４号）第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次

号において同じ。）」に改め，「維持する者」の次に「（以下「主たる生計維持

者」という。）」を加え，同項第２号中「第１号被保険者の属する世帯の生計を

主として維持する者」を「主たる生計維持者」に改め，同号ア中「事業収入等の

いずれか」を「主たる生計維持者の事業収入等のいずれか」に改め，同号イ中

「減少すること」を「主たる生計維持者の合計所得金額（令第２２条の２第１項

に規定する合計所得金額をいう。）のうち，減少すること」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行し，改正後の附則第１２条第１項及び次項の

規定は，令和３年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 令和２年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第１２条

第１項の規定の適用については，同項第２号イ中「令第２２条の２第１項」と

あるのは，「健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第３８

１号）第７条の規定による改正前の令第２２条の２第１項」とする。 
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議案第６号 

 

常総市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

常総市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会

の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に

対し，引き続き国民健康保険税の減免を実施することとし，減免申請書の提出期

限の特例に係る改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

常総市国民健康保険税条例（昭和３４年水海道市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第１６項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３

１号）附則第１条の２第１項に規定する」を削り，「新型コロナウイルス感染

症」の次に「（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染

症をいう。）」を加え，「令和元年度分及び」を削り，「令和２年度分」の次に

「及び令和３年度分」を加え，「令和２年２月１日から令和３年３月３１日」を

「令和３年４月１日から令和４年３月３１日」に，「令和２年１月」を「令和３

年２月」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第７号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得したいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

１ 土地の所在及び面積 

(1) 所 在 常総インターチェンジ周辺地区土地区画整理事業施行地区内 

６街区３画地 

(2) 面 積 １３，０００．００平方メートル 

２ 取得の目的 道の駅整備事業用地 

３ 取得の方法 随意契約 

４ 取 得 金 額 ５２０，０００，０００円 

５ 取得の相手方 茨城県常総市水海道諏訪町３２２２番地３ 

常総市常総インターチェンジ周辺地区土地区画整理組合  

理事長 杉 山  茂 

提案理由 

本案は，常総インターチェンジ周辺地区土地区画整理事業施行地区内の道の駅

整備事業用地の取得について，予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例に定める額を超えていることから，相手方と仮契約を

締結したので，これを提出する。 

 



17 

議案第８号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６０８ 鴻野山１９１－１ 鴻野山３５３－１ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



18 

議案第９号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６１２ 鴻野山新田１０４－１ 鴻野山４３２－１ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



19 

議案第１０号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６１３ 鴻野山４１８－１ 鴻野山３９７ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



20 

議案第１１号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６１４ 鴻野山４２６－１ 鴻野山４４２－１ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



21 

議案第１２号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６１５ 鴻野山新田１３８－１ 鴻野山６５４ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



22 

議案第１３号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６１９ 鴻野山４６４－１ 鴻野山６７１ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



23 

議案第１４号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６２０ 鴻野山５７９ 鴻野山６６３ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



24 

議案第１５号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６２１ 鴻野山４６５－１ 鴻野山４６６ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



25 

議案第１６号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６２２ 鴻野山４６７－１ 鴻野山４７４ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



26 

議案第１７号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６２３ 鴻野山５３５－１ 鴻野山５０４－１ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



27 

議案第１８号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６２４ 鴻野山４９９ 鴻野山４８３－１ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



28 

議案第１９号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６２５ 鴻野山４７８ 鴻野山４９１ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



29 

議案第２０号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６２６ 鴻野山６６１ 鴻野山５６１ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



30 

議案第２１号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６２７ 鴻野山６５０ 鴻野山６４６ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



31 

議案第２２号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６２８ 鴻野山６０６ 鴻野山６１１ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

 



32 

議案第２３号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西６２９ 鴻野山６１０－１ 鴻野山６３３ 

     

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業の実施に伴い，事業区域内におけ

る道路が整備されたことから，新たに整備された道路を市道として認定すること

とし，当該事業区域内の既存の路線を廃止するため，これを提出する。 

  



33 

議案第２４号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２２６ 鴻野山１８８１ 鴻野山６８１ 

 

提案理由 

本案は，県営鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路に

ついて，市道として認定するため，これを提出する。 

 



34 

議案第２５号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２２７ 鴻野山８３９－２ 鴻野山１８７８ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



35 

議案第２６号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２２８ 鴻野山１９３１ 鴻野山１８７２ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



36 

議案第２７号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２２９ 鴻野山１９３３ 鴻野山１９３６ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



37 

議案第２８号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２３０ 鴻野山１９７１ 鴻野山１９６６ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



38 

議案第２９号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２３１ 鴻野山１９８６ 鴻野山１９６８ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



39 

議案第３０号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２３２ 鴻野山１８８２ 鴻野山５１１－１ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



40 

議案第３１号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２３３ 鴻野山１９４４ 鴻野山１９５３ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



41 

議案第３２号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２３４ 鴻野山１９７３ 鴻野山１９８２ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



42 

議案第３３号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２３５ 鴻野山新田１３８－１ 鴻野山１９６６ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



43 

議案第３４号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２３６ 鴻野山１９１－１ 鴻野山３５３－１ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



44 

議案第３５号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２３７ 鴻野山１９０７ 鴻野山３６９ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



45 

議案第３６号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２３８ 鴻野山１９１５ 鴻野山１９０６ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



46 

議案第３７号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２３９ 鴻野山１９９８ 鴻野山１９９６ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



47 

議案第３８号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２４０ 鴻野山２００８ 鴻野山２００４ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



48 

議案第３９号 

 

市道の路線の認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により次の路線を認

定したいので，同条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西１２４１ 鴻野山新田１０４－１ 鴻野山２００５ 

 

提案理由 

本案は，鴻野山地区畑地帯総合整備事業において新たに整備された道路につい

て，市道として認定するため，これを提出する。 

 



49 

議案第４０号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年５月２６日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

東５５２ 

旧 本豊田１００－１ 旧 本豊田１１６ 

新 本豊田１００－１ 新 本豊田１０２ 

 

提案理由 

本案は，本豊田地内の路線について，その一部が道路としての機能を喪失し，

当該路線に隣接する土地の所有者から払下げの要望があることから，その終点の

位置を変更する必要があるため，これを提出する。 

 


